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厚生労働省老健局老人保健課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室）
各 介 護 保 険 関 係 団 体 御 中

← 厚生労働省 老健局老人保健課

今回の内容

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケ

アプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報

基盤の活用のための介護事業所等への支援策について

計８枚（本紙を除く）

連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線３９４４、３９４５)

FAX : 03-3595-4010



 

事 務 連 絡 

令和８年１月 13日 

 

   

各               御中 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

老人保健課 

 

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用

促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について 

 

 介護保険行政の円滑な実施につきまして、日頃からご尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

令和７年度補正予算に盛り込まれた「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」

については、「令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱」

（令和７年 12 月 25 日付け老発 1225 第３号厚生労働省老健局長通知別紙）において、生

産性向上や協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する賃上げ支援の上乗せの要件（以

下「上乗せ要件」という。）として、「ケアプランデータ連携システムに加入していること」

が設けられることになりました。 

上乗せ要件については、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している介護事

業所だけではなく、申請時にケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっ

ても、申請要件を満たしているものと取り扱うこととしており、当該誓約をした介護事業

所については、実績報告までにケアプランデータ連携システムの加入が必要になります。 

加えて、令和８年度介護報酬改定においても、介護職員等処遇改善加算に設ける上乗せ

の加算区分の要件とすることについて検討されています。 

ケアプランデータ連携システムについては、「介護情報基盤とケアプランデータ連携シ

ステムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等について」（令和７年

12月４日付け厚生労働省老健局高齢者支援課及び老人保健課事務連絡）でご案内している

とおり、公益社団法人国民健康保険中央会が実施している「介護情報基盤の活用のための

介護事業所等への支援」において、介護事業所が、導入支援事業者から、介護情報基盤の

接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートに必要な支援を一体的に受

ける場合には、その費用も支援の対象とすることとしています。これにより、ケアプラン

データ連携システムの利用を支援するためのフリーパスキャンペーン（※）と併せて、ケ

アプランデータ連携システムの導入を促進することとしています。 

つきましては、都道府県及び市町村におかれましては、内容についてご了知の上、ケア

プランデータ連携システムの導入の際に当該助成金を活用いただけるよう、貴管内の介護

事業所に対して、周知をお願いいたします。また、介護保険関係団体におかれましては、

会員事業所への周知についてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援」については、介護事業所

等への助成金の申請受付を令和８年３月 13 日までの予定としておりますので、介護事業

所へ早期のお申込みをご案内いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

※ フリーパスの実施期限を延長するための所要の予算を盛り込んだ令和７年度補正予

算の成立により、令和８年度中は引き続き無料で利用いただくことができます。また、

都道府県介護保険担当課（室）

市町村介護保険担当課（室）

介 護 保 険 関 係 団 体     

介護保険 



 

介護情報基盤に統合後の費用負担のあり方については、フリーパスの状況も踏まえつ

つ、適切に検討してまいります。 

 

 

【送付物一覧】 

・別添１：介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデ

ータ連携システムの利用促進等について（令和７年 12 月４日付け厚生労働

省老健局高齢者支援課及び老人保健課事務連絡） 

・別添２：介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 

・別添３：ケアプランデータ連携システムに対する支援策について（令和７年 12 月３

日第 249回社会保障審議会介護給付費分科会資料２） 



 

事 務 連 絡 

令和７年 12月４日 

 

  都道府県介護保険主管課（室） 

各 市町村介護保険担当課（室）  御中 

  介 護 保 険 関 係 団 体  

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

老 人 保 健 課 

 

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携

システムの利用促進等について 

 

 介護保険行政の円滑な実施につきまして、日頃からご尽力賜り厚く御礼申し上げま

す。 

ケアプランデータ連携システムについては、「介護情報基盤の今後のスケジュール、

介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデー

タ連携システムの統合について」（令和７年７月 22 日付け厚生労働省老健局老人保健

課・介護保険計画課・高齢者支援課連名事務連絡）においてご連絡のとおり、「介護

情報基盤」と「介護保険資格確認等 WEB サービス」に「ケアプランデータ連携機能」

として統合する方針で検討を進めています。 

これらのシステムが統合された後、介護事業所において「ケアプランデータ連携機

能」を円滑に利用開始するためには、現在運用している「ケアプランデータ連携シス

テム」を導入し、予めシステム利用を前提とした業務体制を構築するとともに、連携

先づくりを進めることが有効です。 

このため、公益社団法人国民健康保険中央会が実施している「介護情報基盤の活用

のための介護事業所等への支援」（別添１）における「介護情報基盤との接続サポー

ト等費用」の対象経費については、介護事業所が、導入支援事業者から、介護情報基

盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートに必要な支援を一

体的に受ける場合には、その費用も対象とすることとし、フリーパスキャンペーン

（別添２）と併せてケアプランデータ連携システムの導入を促進することとしました。 

つきましては、内容についてご了知の上、都道府県及び市町村におかれましては、

貴管内の介護事業所に対して、ケアプランデータ連携システムの導入に際して当該助

成金を活用いただけますよう周知をお願いいたします。また、介護保険関係団体にお

かれましては、会員事業所への周知についてご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

 

【別添一覧】 

・別添１：介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援 

・別添２：ケアプランデータ連携システムのフリーパスキャンペーンについて 

 

  

別添１



 

【参考】 

○ 「介護情報基盤の活用のための介助事業所等への支援（助成金）」について 

介護情報基盤ポータルサイトをご参照ください。こちらのリンクまたは下記の二

次元コードからアクセスいただけます。 

【介護情報基盤ポータルサイト】 

    

 

 

 

 

○ 「ケアプランデータ連携システム」について 

  ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトをご参照ください。

こちらのリンクまたは下記の二次元コードからアクセスいただけます。 

 【ヘルプデスクサポートサイト】 

  

 

 

 

※電話でのお問い合わせの場合は下記へご連絡ください。 

TEL：0120－584－708 受付時間：9:00～17:00（土日祝は除く） 

 

http://#
http://#


介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援（概要）

申請・補助方法 国民健康保険中央会のポータルサイト経由で申請受付し、国民健康保険中央会経由での補助を実施します。

医療機関（主治医意見書作成医療機関）向け支援
１．助成対象経費
主治医意見書の電子的送信機能の追加経費（※）
※ 保険医療機関において、主治医意見書をオンライン資格確認等システムに接続する回線及び介護情報基盤経由で電子的に送信する
    ために必要となる電子カルテや文書作成ソフト等の改修に係る経費。

２．助成限度額等
１．対象 ２．補助率 ３．助成限度額
200床以上の病院 １／２ 助成限度額は55万円まで
199床以下の病院または診療所 ３／４ 助成限度額は39.8万円まで

１．助成対象経費 
①カードリーダーの購入経費 ②介護情報基盤との接続サポート等経費（※）
※ 介護事業所等が介護保険資格確認等WEBサービスを利用する際に必要となるクライアント証明書の搭載等の端末設定について、技術的
支援を受ける場合に要する経費。（なお、 介護WEBサービスで主治医意見書を作成・送信する介護事業所や医療機関は、介護WEBサー
ビスの利用に必要となる端末設定のみで主治医意見書の電子的送信が可能となる。）

２．助成限度額等

※ ①・②について、同一事業所で複数のサービスを提供する場合には、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とすることができます。

介護事業所・医療機関（介護サービス提供医療機関）向け支援

１．対象（介護サービス種別） ２．カードリーダーの助成限度台数 ３．助成限度額（①②を合算した限度額）
訪問・通所・短期滞在系 ３台まで 助成限度額は6.4万円まで
居住・入所系 ２台まで 助成限度額は5.5万円まで
その他 １台まで 助成限度額は4.2万円まで

（注）消費税分（10%）も助成対象であり、下記の助成限度額
は、消費税分を含む費用額となります。

別添１



⚫１年間フリーパスの配布期間
2025年6月1日～2026年5月31日

⚫ 対象となる事業所
全ての介護事業所（初めて、利用中、再利用）

⚫利用可能な機能
全ての機能

ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン

フリーパスキャンペーン特設サイトはこちら
※右記の二次元コードからもアクセスできます。

さあ！
今が始め時

別添２
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④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

① 施策の目的

③ 施策の概要

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

◯介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、
他産業とはまだ差がある状況。

◯介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改
定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃
上げ・職場環境改善の支援を行う。支援については、持続的な賃上げを実現する観点を踏まえて実施する。

①介護従事者に対して幅広く賃上げ支援（※１）を実施。

②生産性向上や協働化に取り組む事業者（※２）の介護職員に対して賃上げ
支援を上乗せ。

③併せて、介護職員について、職場環境改善に取り組む事業者（※３）を支援
（介護職員等の人件費に充てることも可能）。

（※１）処遇改善加算の対象サービスについては加算取得事業者、対象外サービス
（訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等）については処遇改善加算に準ずる要件を
満たす（又は見込み）事業者が対象。

（※２）処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者。
ア）訪問、通所サービス等
→ ケアプランデータ連携システムに加入（又は見込み）等。

イ）施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等
→ 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得（又は見込み）等。

（※３）処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場
環境改善を計画し実施する事業者（要件は、令和６年度補正予算の「介護人材
確保・職場環境改善等事業」と同様）。

◯ 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援を実施することで、介護サービス提供に必要な人材確保につながる。

【○介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に対する支援】

令和７年度補正予算 1,920億円 老健局老人保健課
（内線３９４２）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○ ○

介
護
事
業
所

都
道
府
県

① 申請（計画書等を提出）

③ 事業実施後、報告（実績報告書を提出）

【執行のイメージ】

② 交付決定。補助金の交付（補助率10/10）

（注）サービスごとに交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給

（国10/10で都道府県に支給。併せて交付額算出のための国保連システム改修費用及び

国・都道府県の必要な事務費等も確保）

①介護従事者に対する幅広い賃上げ支援 １．０万円

②協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ ０．５万円

③介護職員の職場環境改善の支援

※人件費に充てた場合、介護職員に対する０．４万円の賃上げに相当

（１）支給要件・金額

（２）対象期間:令和７年12月～令和８年５月の賃上げ相当額を支給

施策名：ア 介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援
（介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業） ※医療・介護等支援パッケージ

別添２



ケアプランデータ連携システムに対する支援策について

ケアプランデータ連携システムの事業所における導入、利用に対して、以下のような支援策を行っている。

導入支援

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの接続サポートを一体的に受ける場合、「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支

援」による助成の対象となる。（令和６年度補正予算及び７年度補正予算に計上）

利用支援

ケアプランデータ連携システムを事業所が利用する際、現在、無料（令和６年度補正予算）とされており、令和７年度補正予算にも無料化

のための予算を計上。

社保審－介護給付費分科会 資料２
（一部改変）第249回（R7.12.3)

別添３
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